[bookmark: _4q6qbl8behn7]保証契約書

●●株式会社（以下「債権者」という。）と、下記記載の保証人（以下「保証人」という。）は、債務者●●株式会社（以下「主たる債務者」という。）の債務について、次のとおり保証契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _wqru0kwx4nu6]第1条（保証の目的）
本契約は、主たる債務者が債権者に対して負担する第2条に定める債務について、保証人がその履行を保証することを目的とする。

[bookmark: _3c5hlkhp3voe]第2条（主たる債務）
保証の対象となる主たる債務は、主たる債務者が債権者との間で締結した●年●月●日付●●契約（以下「原契約」という。）に基づき負担する一切の金銭債務とする。

[bookmark: _7hik2b8h0u03]第3条（保証の範囲）
保証人は、主たる債務者が負担する元本、利息、遅延損害金、違約金、損害賠償金その他原契約に基づき発生する一切の債務について、保証するものとする。

[bookmark: _aexekia3xodm]第4条（保証の性質）
本契約に基づく保証は、連帯保証とする。保証人は、主たる債務者と連帯して、主たる債務の履行責任を負う。

[bookmark: _i4dx34f86ucy]第5条（催告の抗弁権等の放棄）
保証人は、債権者に対し、民法に定める催告の抗弁権および検索の抗弁権を行使しないものとする。

[bookmark: _aesfl1fvp9dt]第6条（履行請求）
債権者は、主たる債務者が主たる債務を履行しない場合、何らの通知または催告を要することなく、直ちに保証人に対して履行を請求することができる。

[bookmark: _r5bkqjit9c4j]第7条（保証債務の履行）
保証人が本契約に基づき債務を履行した場合であっても、当該履行により債権者が有する権利が完全に消滅するまで、保証人は異議を述べないものとする。

[bookmark: _lvlw2gdrw73g]第8条（求償権）
保証人が本契約に基づき債務を履行した場合、保証人は、主たる債務者に対し、法令に基づく求償権を有する。

[bookmark: _pep3wozfe0fy]第9条（原契約の変更）
原契約の内容が変更された場合であっても、当該変更が保証人の責任を加重しない限り、保証人は本契約に基づく保証義務を引き続き負うものとする。

[bookmark: _jkways6ajw7e]第10条（通知義務）
保証人は、住所、氏名、商号、代表者その他重要な事項に変更が生じた場合、遅滞なく書面により債権者に通知するものとする。

[bookmark: _hc0lnhu3dyqn]第11条（契約期間）
本契約は、原契約に基づく主たる債務がすべて履行されるまで、有効に存続するものとする。

[bookmark: _ifk1ghmhumi0]第12条（協議事項）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合には、債権者および保証人は、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

[bookmark: _47ziwpx09upz]第13条（準拠法および管轄）
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、債権者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、債権者および保証人が記名押印のうえ、各自1通を保有する。

●年●月●日

【債権者】
住所：
名称：
代表者名：

【保証人】
住所：
氏名（名称）：

